
子育て支援センター

☎36-8762　  桑原四丁目6-70

西子育て支援センター

☎23-1838　  松ケ丘一丁目10-1

地�域子育て支援センターJ’s
ジェイズ

キッズ

☎36-9853　  中央四丁目3-1

東子育て支援センター

☎35-7767　  玉浦西四丁目1-2
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てくてくくらぶ参加者募集
　1歳半から就学前の親子を対象とした年間登録
制のクラブです。毎月1回、季節に合った体操や
遊びを楽しみませんか。
日時／第1回目　4月18日㈭　10時～11時
対象／市内在住の幼児親子
定員／先着18組
申込方法／年間登録は4月4日㈭
から電話または直接申し込み

 
子育て講座「3B体操」
　ボール、ベル、ベルターの3つの用具を使って
音楽に合わせて行う体操です。親子で体を動かし
てリフレッシュしましょう。
日時／4月23日㈫　10時～11時
対象／市内在住の乳幼児親子
定員／先着15組
申込方法／4月9日㈫から電
話または直接申し込み

※いずれも参加費は無料です。

西っこ工房
　季節ごとの工作をします。端
午の節句に向けて、こいのぼり
を作ります。気軽にご参加くだ
さい。
日時／4月11日㈭、12日㈮
　10時30分～11時30分
対象／乳幼児親子
 
西っこそくてい処

どころ

　身長と体重の測定を行い、成長の記録として思
い出に残しましょう。参加した方には、オリジナ
ルの発育表を渡します。
日時／4月23日㈫、24日㈬
　10時～11時30分
対象／乳幼児親子

※いずれも参加費は無料です。直接お越しください。

レイモ二
　レイモ二とはハワイ語で「真珠の首飾り」とい
う意味です。色々な話をしたり、ゲームや脳トレ
などをしたりして楽しい時間を過ごしましょう。
日時／4月8日㈪　10時～11時30分
対象／子育て中の親子（35歳以上の
ママ）
持ち物／飲み物
 
オーピオ
　オーピオとはハワイ語で「若者」という意味で
す。情報交換や悩みを共有します。思い切って悩
みを打ち明けてみませんか。
日時／4月9日㈫
　10時～11時30分
対象／子育て中の親子（35歳以
下のママ）

持ち物／飲み物

※いずれも参加費は無料です。直接お越しください。

しんたいそくday
　子どもの成長はみんなの楽しみ。身長と体重を
測定しませんか。初めての方にはお子さんの発育
状況を記録できる手作りの測定表を渡します。
日時／4月11日㈭、12日㈮
　10時～11時30分
対象／乳幼児親子
※申し込みは不要です。

 
あかちゃんルーム�with�小さな世界
　親子で触れ合い遊びやわらべうたに親しみなが
ら、同じ年齢の子どもを持つ親同士で交流しませ
んか。親子で楽しめる仕掛け絵本も用意していま
す。絵本の中の小さな世界も楽しみましょう。
日時／4月18日㈭　10時～11時
対象／市内在住のはいはい前
の乳幼児親子
定員／10組程度
申込方法／4月11日㈭電話ま
たは直接申し込み

※いずれも参加費は無料です。

▲手作りの測定表

▲小さな世界の様子

　「母子モ」アプリをダウンロードし、郵便番号を入力すると
｢いわぬま キッズアプリ｣ を利用できます。
問／健康増進課（☎23-0794）

母子手帳アプリ「いわぬま キッズアプリ」のご案内
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児
童
扶
養
手
当

　
一
定
の
要
件
を
満
た
す
ひ
と
り

親
世
帯
や
養
育
者
に
支
給
さ
れ
る

手
当
で
す
。
対
象
児
童
は
、
18
歳

の
年
度
末
ま
で
の
児
童
、
ま
た
は

20
歳
未
満
の
政
令
で
定
め
る
程
度

の
障
害
の
あ
る
児
童
で
す
。

　
両
親
の
一
方
が
政
令
で
定
め
る

程
度
の
障
害
に
あ
る
場
合
は
、
児

童
が
両
親
と
生
計
を
同
じ
に
し
て

い
て
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
の
あ

る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
支
給

さ
れ
る
手
当
で
す
。

　
障
害
認
定
は
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
認
定
診
断
書
に
基
づ
き
県
の

判
定
医
が
判
定
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

※ 

療
育
手
帳
A
や
一
定
の
身
体
障

害
者
手
帳
を
所
有
し
て
い
る
場

合
は
、
診
断
書
を
省
略
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

い
ず
れ
も
、
所
得
制
限
な
ど
の

要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
／
子
ど
も
福
祉
課

　（
☎
23
―
0
5
2
9
）

施
設
等
利
用
費
の
償
還
払
い
の
請
求
手
続
き

対
象
期
間
／
令
和
6
年
1
月
～
3
月
分

必
要
書
類
／
①
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利

用
費
請
求
書
、
②
特
定
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
の
提
供
に
係
る
領
収
証
、
③
特
定
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
証
明
書
（
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
を

利
用
し
た
場
合
は
、
子
育
て
援
助
活
動
支

援
事
業
活
動
報
告
書
の
み
）

※ 

①
は
児
童
が
通
所
（
園
）
す
る
施
設
も
し

く
は
子
ど
も
福
祉
課
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。
②
、
③
は
児
童
が
通
所
（
園
）

す
る
施
設
か
ら
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

補
足
給
付
事
業
の
給
付
申
請

対
象
期
間
／
令
和
5
年
9
月
～
6
年
3
月
分

■
副
食
材
料
費
の
給
付
申
請

　
対
象
者
に
は
、
9
月
～
3
月
の
間
に
補
足

給
付
事
業
対
象
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

必
要
書
類
／
①
岩
沼
市
実
費
徴
収
（
副
食
材

料
費
）
に
係
る
補
足
給
付
事
業
対
象
通
知

書
、
②
岩
沼
市
実
費
徴
収
（
副
食
材
料
費
）

に
係
る
補
足
給
付
請
求
書
、
③
実
費
徴
収
に

係
る
領
収
書
（
補
足
給
付
事
業
関
係
費
用
）

※ 

②
は
児
童
が
通
所
（
園
）
す
る
施
設
も
し

く
は
子
ど
も
福
祉
課
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。
③
は
児
童
が
通
所
（
園
）
す
る

施
設
か
ら
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

■
日
用
品
費
な
ど
の
給
付
申
請

　
保
育
所
（
園
）、
新
制
度
幼
稚
園
、
認
定
こ

ど
も
園
、
小
規
模
保
育
事
業
を
利
用
し
、
次

の
条
件
に
当
て
は
ま
る
方
は
、
日
用
品
、
文

房
具
、
行
事
参
加
費
分
な
ど
の
実
費
徴
収
費

用
が
給
付
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

対
象
／
①
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯

の
方
、
②
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
受
給

世
帯
の
方

必
要
書
類
／
①
岩
沼
市
実
費
徴
収
（
日
用

品
・
文
房
具
な
ど
）
に
係
る
補
足
給
付
請

求
書
、
②
対
象
と
な
る
こ
と
を
証
明
す
る

受
給
者
証
の
写
し
、
③
実
費
徴
収
に
係
る

領
収
書
（
補
足
給
付
事
業
関
係
費
用
）

※ 

①
、
③
は
児
童
が
通
所
（
園
）
す
る
施
設

か
ら
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
係
る
各
種
申
請
な
ど
の
手
続
き

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

　
過
去
2
年
以
内
の
分
で
請
求
漏
れ
が
あ
る
場
合
、
そ
の
分
も
含
め
て
請
求
で
き
ま
す
。
請
求

忘
れ
が
な
い
か
確
認
い
た
だ
き
、
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
期
間
／
4
月
1
日
㈪
～
22
日
㈪
（
当
日
消
印
有
効
）

申
請
方
法
／
郵
送
ま
た
は
持
参

※
施
設
等
利
用
費
の
償
還
払
い
に
つ
い
て
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請
で
き
ま
す
。

問
／
子
ど
も
福
祉
課
（
〒
9
8
9
―
2
4
8
0
桜
一
丁
目
6
―
20
、
☎
23
―
0
8
2
6
）

▲�オンライン申
請はこちら

児童扶養手当（月額）
支給区分など 令和6年3月まで 令和6年4月から

児童1人
の場合

全部 44,140円 45,500円
一部 44,130円～10,410円 45,490円～10,740円

第2子
加算額

全部 10,420円 10,750円
一部 10,410円～5,210円 10,740円～5,380円

第3子以降
加算額

全部 6,250円 6,450円
一部 6,240円～3,130円 6,440円～3,230円

特別児童扶養手当（月額）
令和6年3月まで 令和6年4月から

1級 53,700円 55,350円

2級 35,760円 36,860円
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